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国立大学の将来ビジョン

永田 恭介
（一社）国立大学協会 副会長

（筑波大学長）
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於：学術総合センター

○大学に期待される役割

高度知識基盤社会を支える知を継承し、かつ継続的に知を生み出し、またそれを
国際ステージで牽引する人材の育成

↓
我が国全体（一億総活躍社会）・地域の活性化（地方創生）にとって最重要課題

高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）
～本提言の位置づけ～
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○将来像を検討する必要性

高等教育に対する国及び社会から大きな期待を受け支援を得る中、国立大学が
求められる使命を果たすためには、これまで議論が集約されているとは言い難い
状況であり、中期、長期にわたる将来像の在り方の観点からの議論が必要

↓
国立大学協会として、我が国の高等教育の在り方を含め国立大学の将来
における在り方について議論

Ⅰ. 高等教育の歴史と現状
Ⅱ. 現在の各種高等教育機関の役割・機能
Ⅲ. 高等教育を取り巻く我が国の社会構造の変化
Ⅳ.  世界の高等教育・学術研究動向の変化

高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）
～全体の構成～
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Ⅴ. 将来の状況変化を踏まえた我が国の高等教育全体の在り方

Ⅵ. 我が国の高等教育における国立大学の将来像

○現状認識

○将 来 像

○人口構成

・我が国の人口総数は約１億２，７００万人（２０１５年）となり、第２次世界大戦後の
減少を除き国勢調査始まって以来初の人口総数減少
※将来推計：２０４０年代後半に１億人を、２０５０年代半ばに９千万人を切る

・１８歳人口は現在約１２０万人であり、人口総数減にあわせて減少することになる
※将来推計：２０３０年には１００万人、２０６０年には６３万人になる

Ⅲ. 高等教育を取り巻く我が国の社会構造の変化
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Ⅲ. 高等教育を取り巻く我が国の社会構造の変化
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○財政・家計所得の状況

・我が国の債務残高は２０１５年末で８３４兆円（GDP比１５１％）であり、先進工業国
の中で最も債務が多い国になっている

・高齢化に伴う社会保障費の増加への抜本的改革がない限り、財政は依然として
厳しい状況

・大学生の家庭の年収別割合（２００６年度→２０１４年度）
５００万円以下 １９．２％→２６．２％ ５００～９００万円 ５０．０％→４２．４％

Ⅲ. 高等教育を取り巻く我が国の社会構造の変化
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○産業構造

・国内市場の縮小傾向に伴い、企業の国際化は一段と加速
→海外工場・事務所等で活躍できる語学力や他文化に対する適応力を持った

人材が求められる
・産業を発展させるため女性の活躍を拡大することへの要請
・高齢化社会に対応した高齢者福祉関連産業従事者へのニーズ
・ITおよびIT関連技術の急速な発展

→第一次産業を始めとして、各種産業に就業する者に求められる知識・技術の
変化、あるいは技術革新による地域産業現場での産業・就業構造の変化

以上の課題を克服するため、産業・社会におけるイノベーションを可能とする人材
に対する期待の高まり

○国家戦略としての位置づけ

・国の成長戦略として高等教育や科学技術への投資に力をいれている
・公財政支出の推移
・アメリカ/EU/中国・ASEANの政策動向

Ⅳ. 世界の高等教育・学術研究動向の変化
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○高等教育のグローバル化と競争の激化

・優れた留学生を惹きつけ自国の成長につなげるための熾烈な人材獲得競争
※全世界の留学生数 １９９０年１３０万人→２０１２年４５０万人

○世界共通の課題への対応と国際協働

・人口増加に伴う地球規模問題の一層の顕在化～国際協働による学術研究推進
・開発途上国における自国の高等教育・学術研究機関の整備
・時々の政治情勢等に振り回されず、未来志向で長期的な友好・協力関係の構築
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※出典：OECD図表でみる教育

○政府による規制と計画 ～１９７０年代

・高度経済成長、人口増加に伴う教育の拡大
→産業振興と人口動態を基盤とした社会的な要請への対応

・大学の大衆化と戦後教育制度の見直し
→私立大学の充実、筑波大学を始めとする新構想大学の創設など

Ⅰ. 高等教育の歴史と現状
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○大学間の競争と社会による評価 １９８０年代～

・臨時教育審議会および大学審議会の答申を踏まえた大学改革
→大学設置基準の大綱化、自己点検・評価の導入、学位授与機関の創設、

大学院の量的拡大 etc.
・行政改革の推進と国立大学法人化

→各分野における規制緩和と競争原理の導入が一層求められる中で、国立
大学の法人化が検討され「国立大学法人」制度が創設される
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○現在の高等教育改革

・改革を加速するための政策的誘導の強化
→大学改革実行プラン、ミッションの再定義、国立大学経営力戦略、第３期

中期目標期間の３つの重点支援など
・イノベーションの基盤的な力の強化と産学連携の本格的推進

→大学が果たす役割への要望が、教育・学術政策の域を越えて社会・経済・
文化など全般にわたる議論において拡大

→実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化など
・高校教育・入学者選抜・大学教育の三位一体改革を目指す高大接続システム

改革、２０１８年から始まる第３期教育振興基本計画の検討

○今後の高等教育政策の方向性

大学関係者自らが作り上げる主体的な「連携」「協働」「役割分担」や自律的な
「質保証」「説明」が極めて重要

（１）国立大学の今後の使命
①現在の機能の最大化と将来に向けた計画・準備 ：第３期中期目標期間中

（～２０２１年）を目途
②将来に向けてのマネージメント・ガバナンス改革 ：第４期中期目標期間中

（～２０２７年）を目途

①国立大学の機能の最大化と将来に向けた計画・準備
《具体的方策例》
◆将来の国力を支える新たな知の創造と地球規模課題の解決に向けた研究力強化
◆価値創造を継承する優秀な人材を育成する大学院の充実
◆大学進学率を増加させ、高度知識基盤社会の一層の発展を全国・各地域で支える

人材の増加→地域において広い学問分野へのアクセスが可能となる方策（連携協働）

Ⅵ.我が国の高等教育における国立大学の将来像
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１．国立大学が今後特に果たすべき役割・機能

これら方策に取り組みながら、国立大学全体の規模、
国立大学（群）の経営形態の方向性を検討する
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②将来に向けてのマネージメント・ガバナンス改革
《具体的方策例》

◆これまでできていなかったキャンディデートの発掘
→高大接続改革を契機に多様な工夫（例えば、女性比率で学部は約３７％、大学院で

３０％以下であり、特に理工系の学部への女子学生の進学を促す。）
◆社会人及び留学生の増加

→学び直し機能の強化、国立大学総体で連携したリクルート・選抜方法の検討
◆連携・協働の価値を活かす教育の連携

→それぞれの大学が個性を発揮しつつ、設置者を超えてリソースを相互に補完する
方策を検討

◆産業界にとって問題が明らかで解決の価値の高い課題解決に資する仕組み
→企業群対大学群という枠組みで、企業側が競争的な研究費プールを創成

Ⅵ.我が国の高等教育における国立大学の将来像

13

１．国立大学が今後特に果たすべき役割・機能

各国立大学（群）の機能の発揮に向けた経営のための工夫の実現

（２）今後重点的に向上・発展させるべき役割・機能
これまで果たしてきた役割・機能をさらに重点的に向上・発展

〇高度な教育研究機能の向上
～大学院教育の中核、世界トップレベルの研究の先導、企業の成長に寄与する高度専門

職業人の育成～
〇地域の国公私立大学の連携の中核拠点としての役割・機能

～地方自治体や地域産業界のリーダー養成、地域の個性・特色を生かしたイノベーション
創出、グローバル化に対応した教育研究～

〇教員・理工系人材・医師等の国としての政策的な人材育成を行うすべての大学の連携・
共同の拠点としての機能

〇基礎的・伝統的な幅広い学問分野の研究の維持・継承
〇海外の大学・研究機関との学術研究交流と開発途上国への支援

～国際共同研究、学生・研究者交流、高等教育機関の整備等の「教育外交」、開発途上国
に対する技術指導等の「科学技術外交」

Ⅵ.我が国の高等教育における国立大学の将来像
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１．国立大学が今後特に果たすべき役割・機能

15

自然科学から人文・社会科学を含む幅広い分野における基礎研究と、
その成果を土台とした応用研究・開発研究を先導

国立大学が担う重要な使命・役割１ ①高度な研究力

〇我が国すべてのノーベル賞受賞者を輩出

64.4%
5.3%

17.9%

12.3%

〇科学研究費補助金配分額

国⽴⼤学 公⽴⼤学 私⽴⼤学 その他
出典：日本学術振興会 平成２７年度 研究者が所属する研究機関種別 配分状況表（平成27年度 新規採択＋継続分）

70.4%5.5%

24.1%

〇民間等との共同研究・受託研究

研究費受入額

国⽴⼤学 公⽴⼤学 私⽴⼤学
出典：文部科学省「平成27年度大学等における産学連携等実施状況について」より国立大学協会事務局作成

〇基礎研究の成果の応用・発展、共同研究により開発された先端技術
青色LED/超高速・長距離光ファイバー通信/ロボットスーツ/iPS細胞 等
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高いレベルの研究に裏付けられた大学院教育により、大学の教育研究
を担う人材や高度専門職業人を育成

※国立大学の占める割合が特に高い分野
農学 ８５．２％、教育 ８０．４％、理学 ７４．５％、工学 ６７．８％、保健 ６１．４％

68.6%6.6%

24.8%

〇大学院学生数（博士課程）

国⽴⼤学 公⽴⼤学 私⽴⼤学
出典：平成２７年度 学校基本調査（文部科学省）

58.8%

6.5%

34.7%

〇大学院学生数（修士課程）

国⽴⼤学 公⽴⼤学 私⽴⼤学
出典：平成２７年度 学校基本調査（文部科学省）

61.7%

4.4%

33.9%

〇大学院学生数（外国人留学生）

国⽴⼤学 公⽴⼤学 私⽴⼤学
出典：平成２７年度 外国人留学生在籍状況実態調査（日本学生支援機構）

国立大学が担う重要な使命・役割１ ②充実した大学院
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国立大学が担うべき重要な役割１

現在、国立大学の大きな強みである高度な研究力と、充実した
大学院の機能を一層伸ばすことが、国立大学にとって重要な役割

○新たな知の創造と地球規模課題の解決に向けた研究力強化と、
将来の国力を左右するような研究を支える支援等の体制を充実

○価値創造を継承する人材である高度専門職業人及び先端的研究者
を育成するため、優秀な学生が大学院に進学する体制を充実

《具体的方策》
組織の枠を越えた柔軟な組織を整備し学際・融合分野の研究を推進/幅広い優れた

研究者が交流・結集できる大学・研究機関間ネットワークを形成/企業群との協働に
よるオープン・イノベーションの推進 等

《具体的方策》
魅力ある研究・教育体制とそれを支える経済支援体制の充実/産業界と大学が一体

となって社会で幅広く活躍できる人材の育成/理工系の学部への女子学生の進学 等

18

国立大学が担う重要な使命・役割２ 地方国立大学の役割

全ての都道府県に置かれた国立大学は、我が国の均衡ある発展に寄与し、
特に、地方国立大学は、各地域の高等教育進学率の確保、若者の地域定着、
地方自治体や地域産業界のリーダー育成に大きな役割を果たしている。
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都市圏以外では国立大学の学部在籍者数の割合が大きい

国立大学 公立大学 私立大学
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20

国立大学が担う重要な使命・役割２ 地方国立大学の役割

産業形態が大規模集積型から遠隔分散型にパラダイムがシフトし、各地方に
高度な教育研究機能を持つ大学が存在する意義がますます大きくなる。

①全国の国立大学が、地方自治体との緊密な連携の下に、地域の人材育成
と地域の個性・特色を生かしたイノベーションの創出に貢献し、地域の
国公立大学の連携の中核拠点としての役割・機能を果たす

②地域に根ざしたテーマやシーズを意識しつつも、世界に通用するイノ
ベーションの創出や国際交流・協力など、グローバル化に対応した教育
研究を推進し、地域と世界をつなぐ窓口としての役割を果たす

※都市圏以外で国立大学在籍者数の割合が高いことを踏まえ、特に、これらの
地域のなかでも進学率が低い地域の進学率がさらに低下しないよう配慮が必要
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国立大学の将来像【教育の方向性】

《将来に向けた準備》
◆各大学共通の科目ナンバリングによる高度な

単位互換などの枠組みを整備
◆異なる専門分野の教員や学生が参加する学習

や対話の機会、ICTを活用した大学間の授業の
相互提供等を拡充

◆社会人の受入れを拡大するための環境整備や
魅力あるプログラムを開発

◆地域の特性に留意しつつ、学校現場のニーズ
に応える教員養成・支援の機会を強化

◆国立大学への出願のための統一的な窓口の設
置等、統一的な入学者受入れシステムを構築

◆理工系の学部について、女子学生の進学を促
すための広報活動や環境整備を実施

≪現在の機能の最大化≫
◇産業界と大学が一体となって社会で幅広く

活躍できる人材を育成
◇教員養成の高度化の拠点となる教職大学院

の役割・機能を一層明確化
◇初等中等教育改革を推進する中心的役割を

担うべく、高大接続システム改革において
リーダーシップを発揮

◇個別試験においては、高度な記述式試験の
導入、推薦入試、AO入試、国際バカロレア
入試等を拡大

22

国立大学の将来像【研究の方向性】

《将来に向けた準備》
◆各大学が強みを持つ分野を核とした他大学・

研究機関とのネットワークを形成し、幅広い
優れた研究者が交流・結集できる拠点を形成

◆各大学の附置研究所の共同利用機能の一層の
強化や、複数大学による多様なプチ共同研究
拠点形成を推進

◆若手研究者について、大学・研究機関のネッ
トワークを通じ、複数の大学等で様々な刺激
と経験が得られるよう、流動性を向上

≪現在の機能の最大化≫
◇学部・研究科等の枠を越えた柔軟な組織を

整備し、学際・融合分野の研究を推進
◇若手研究者を積極的に採用し、スタート

アップ支援やテニュアトラック制の導入に
より、明確なキャリアパスの見通しを持ち
研究に専念できる環境を整備

◇女性研究者について、ライフイベントに応
じた支援体制や環境整備を行いつつ、積極
的に採用・登用

◇民間企業の研究者や海外の優れた研究者を
年俸制やクロスアポイントメント制度を活
用し、積極的に招聘・採用

23

国立大学の将来像【産学連携・地域連携の方向性】

《将来に向けた準備》
◆教職員の産業界との人事交流を推進し、特に

大学マネジメントに関して、潜在的な能力の
発掘と開発を推進

◆企業・産業横断的な課題について、大学・研
究機関のネットワークと企業群が共同し、文
理融合によりオープン・イノベーションにつ
ながる研究を推進する体制を構築

◆上記研究を支援するための基金の創設も検討

≪現在の機能の最大化≫
◇インターンシップなどにより学生に幅広い

学びの場を提供
◇産業界や地域で活躍する優れた人材と共同

して教育プログラムを開発
◇研究者個人ベースではなく組織ベースを基

本とし、全学的な窓口を通じて大学として
の戦略に基づいた大規模・長期間・継続的
な共同研究を推進

◇地方自治体や地域の産業界と連携した人材
育成と共同研究を推進

24

国立大学の将来像【国際展開の方向性】

《将来に向けた準備》
◆国立大学が共同して募集・選抜を行い、留学

中の大学間の流動性を確保する枠組みを構築
◆海外の高校生を直接日本に呼び込むため、特

にアジア地域を中心とする海外において国立
大学共同の拠点を設置

◆海外大学との協定締結・交流活動、国際協力
の要請への対応等について、関係する複数大
学がコンソーシアムを形成し共同実施

◆日本型教育システムへのニーズに対応し、教
員養成系大学が連携し留学生が過半数を占め
るような教員養成プログラムを展開

≪現在の機能の最大化≫
◇英語による学位取得プログラムを拡充
◇留学生に対する日本語・日本文化教育、イ

ンターンシップ機会を積極的に提供し、日
本企業への就職を支援

◇海外の大学とのダブル・ディグリーやジョ
イント・ディグリープログラムを拡充

◇個々の研究者ベースのみならず、大学とし
ての戦略に基づく国際共同研究を推進

          - 6 -



25

国立大学の将来像【規模・経営形態の方向性】

《具体的な方向性》
◆より広域的な視野から戦略的に国立大学
（キャンパス）間の資源配分、役割分担等を調

整・決定する経営体を導入
◆機能的に重複して保有することとなる資産

は、整理・有効活用のほか再配置を検討
◆附属病院及び附置研究所は、大学との緊密な

連携を確保しつつ、独立した事業部門として
の位置づけをより明確化

◆附属学校は、地域の状況や各学校の機能にも
留意しつつ、教員養成大学・学部の機能強化
につながるように適切な制度設計を検討

≪基本的な考え方≫
◇大学院の規模は、高度な教育・研究機能を

維持・強化する観点から、各大学の特性に
応じて拡充

◇学部の規模は、進学率が低く進学者の国立
大学の占める割合が高い地域は、さらに進
学率が低下しないよう配慮しつつ、縮小も
検討

◇全都道府県に国立大学（キャンパス）を置
くという基本原則を堅持

◇各大学の強み・特色やアイデンティティを
損なうことなく、スケールメリットを生か
した資源の有効活用や教育研究のシナジー
効果を生むような、連携・協働・補完を実
施

①困難な経営上の課題の判断は、教学面と大きく異なる知識・経験が必要であり、
これを担う経営層を育成する研修プログラムを構築

②変化する社会のニーズや学術の進展に対応し、教育組織と教員組織の分離など、
より望ましい組織の在り方を検討

③教員のモチベーションを高めるとともに、民間企業や海外の大学等を含めて人事
交流が実効的に促進するための制度設計について検討・普及を推進

④職員の企画力や専門性向上を図るとともに、URA等の専門職の位置づけ明確化

⑤運営に必要な各種の基盤システムの共通化を進め、経営の効率化・コスト削減
のみならずIR機能の強化による教育研究の向上と経営戦略立案に寄与

⑥組織的な産学連携の推進、不動産の活用や資産運用の弾力化、正規の教育
課程以外の教育プログラムの開設等を通じた財源の多様性を促進

26

７．国立大学のマネジメントの方向性

27

・ 国立大学の誕生以来の全国的な高等教育機会の提供という理念
及び今後の地域・地方活性化の中核として期待される役割を発揮

・ 研究力の強化と大学院課程の充実を基盤とする国際的競争力
ある教育研究の展開

・ 産業界や地域との教育研究両面における本格的連携により社会
のイノベーションを先導

・ 優れた教育システムの輸出を含む国際貢献を強化

これらの実現を支える大学運営・経営の効率化と基盤強化を図
る観点から、様々な経営形態の選択肢を含むスキームを構築
することが重要であり、その構築のために今後さらに検討すべき
考え方を提示

～本提言の意義・役割（まとめ）～
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